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精神保健福祉担当 白木



本日の内容

１．措置入院者退院後支援事業について

２．措置入院・事業実施状況について

３．事例検討（グループワーク）意見交換



1・措置入院者退院後支援事業とは
 「精神保健福祉法」に基づく入院形態について

入院形態
入院条件

備考 権
限患者本人

の同意
精神保健指定医
の診察

その他

任意入院 必要 必要なし 書面による本人の意
思の確認

・本人の申し出があれば退院
可能
・精神保健指定医が必要と認
めれば、72時間以内の退院制
限が可能

精
神
科
病
院
管
理
者

医療保護入院 得られな
い

1人の診察 家族等のうち、いず
れかの者の同意

・入院後、退院後ともに10日
以内日時に届け出る

応急入院 医療および保護の依
頼があるが家族等の
同意が得られない

・入院期間は72時間以内
・入院後直ちに知事に届け出
る
・知事指定の病院に限る

措置入院 2人以上の診察 自傷・他害のおそれ
がある

・国立・都道府県立精神科病
院または指定病院に限る

都
道
府
県
知
事

緊急措置入院 1人の診察 自傷・他害のおそれ
が著しく、急を要す
る

・入院期間は72時間以内
・指定医が1人しか確保でき
ず時間的余裕がない場合、暫
定的に適用される



平成28年 7月

神奈川県相模原市の障害者支援施設「津久井やまゆり園」の元職員が

施設入所者などを多数殺傷させる事件が発生した。
この職員は、措置入院歴があり措置解除から約5ヶ月後に事件を起こ
したことから退院後のフォロー体制を問題視する声が上がった。

平成30年 3月

「地方公共団体による精神障害者の退院後支援ガイドライン」

「措置入院の運用に関するガイドライン」

が厚生労働省から示された。

平成30年 ６月１日 開始

佐賀県措置入院者退院後支援事業

措置入院者退院後支援事業が始まったきっかけ



1,措置入院者退院後支援事業とは

＜事業目的＞

措置入院となった精神障害者のうち、退院後の医療等の支援

を行う必要があると認められる者について、個別の退院後支

援計画に基づいた支援を行うことにより、退院後に県内のど

この地域で生活することになっても、社会復帰の促進及び自

立と社会経済活動への参加の促進等のために必要な医療等の

包括的な支援を継続的かつ確実に受けられる体制を整備し、

地域でその人らしい生活を安心して送れるようにする。



＜実施主体＞

佐賀県

精神保健福祉センター 退院支援員

各保健福祉事務所 担当保健師

＜対象者＞

措置入院となった精神障害者のうち、退院後の医療等の支

援を行う必要があると認められるものであり、かつ、計画

に基づく支援を受けることに同意した者とする。



＜事業内容＞

・対象者について、必要な医療等の支援内容等を記載した退院後

支援計画を作成し、関係者間の連携のもと、当該計画に基づ

く支援等を行う

・適宜、各種会議を開催

＜計画作成の時期＞

原則として、対象者の措置入院中

＜計画に基づく支援期間＞

原則として6か月以内（期間延長は原則1回に限り可能。最長1年）



「佐賀県措置入院者退院後支援事業のご案内」より

措置入院者退院後支援事業の流れ

8



措置入院者退院後支援事業
計画書について①

〇計画書に記載されていること
・本人の氏名や生年月日などの個人情報
・医療機関名
・医療・福祉サービス等に関する基本情報
・退院後に必要な医療等の支援
・今後の支援内容
・支援担当機関のスタッフに伝えること
・病状が悪化した場合の対処方針
・緊急連絡先等



措置入院者退院後支援事業
計画書について②

病状が悪化した場合の対処方針（困った時の対処）



措置入院者退院後支援事業
計画書について③（ニーズアセスメントについて）

D1 精神病症状：幻覚、妄想、思考障害等 □ □ □ □ □ □ □ □

D2 身体的健康：身体疾患、副作用を含む身体症状 □ □ □ □ □ □ □ □

D3 心理的苦痛：不安、抑うつ、悩みごと等 □ □ □ □ □ □ □ □

D4 性的な問題：性嗜好の問題、性機能障害等 □ □ □ □ □ □ □ □

E1 処遇・治療情報：処遇・治療に関する情報提供とその理解 □ □ □ □ □ □ □ □

E2 治療・支援への動機づけ/疾病の自己管理 □ □ □ □ □ □ □ □

F1 アルコール：アルコールに関連する問題全般 □ □ □ □ □ □ □ □

F2薬物：処方薬依存・乱用を含む薬物関連の問題全般 □ □ □ □ □ □ □ □

F3 自分に対する安全：自殺関連行動等、セルフネグレクト等 □ □ □ □ □ □ □ □

F4 他者に対する安全：暴力、威嚇行動等 □ □ □ □ □ □ □ □

F5 その他の行動上の問題：衝動性や強迫行為、嗜癖等 □ □ □ □ □ □ □ □

評価項目
A:環境要因, B:生活機能(活動), C:社会参加, D:心身の状態, 
E:支援継続に関する課題，F:行動に関する課題

本人評価 スタッフ評価

0 1 2 9 0 1 2 9

A1住居：退院後の居住先 □ □ □ □ □ □ □ □

A2経済的援助：生活保護等の経済的援助の必要性 □ □ □ □ □ □ □ □

A3親しい関係者：家族、パートナー等との関係性 □ □ □ □ □ □ □ □

A4子供の世話：18歳以下の子供の養育 □ □ □ □ □ □ □ □

A5介護：家庭内の高齢者、障害者の介護 □ □ □ □ □ □ □ □

B1食事： 料理、外食、適切な食事の購入 □ □ □ □ □ □ □ □

B2生活環境の管理： 自室や生活環境を整えること □ □ □ □ □ □ □ □

B3セルフケア：入浴、歯磨き等の清潔保持 □ □ □ □ □ □ □ □

B4 電話：電話の有無、電話使用の可否 □ □ □ □ □ □ □ □

B5 移動：公共交通機関、車等の移動手段の利用 □ □ □ □ □ □ □ □

B6金銭管理：金銭の管理と計画的な使用 □ □ □ □ □ □ □ □

B7 基礎教育：読み書き、計算等の基礎学力 □ □ □ □ □ □ □ □

C1日中の活動：適切な日中の時間の過ごし方 □ □ □ □ □ □ □ □

C2交流：家族以外との社会的交流 □ □ □ □ □ □ □ □

0=支援の必要なし, 1=この領域に問題があるが、効果的な支援を受けて
いる, 2=この領域に問題があり、効果的な支援を受けていない, 9=不明



2,措置入院・退院後支援事業
の実施状況



Ⅱ. 措置入院に関する5年間の状況

（平成29年度～令和4年度）
1.佐賀県における措置通報及び措置入院等の推移

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

措置通報数

（件）
123 98 118 119 122 162

措置入院者数

（名）
41 40 43 38 50 60

事業対象者数

（名）
― 53　※1 43 39　※2 53　※3 64　※4

事業同意者数

（同意撤回者含）

（名）

― 20 19 23 35 28

※1 H30.6.1現在での措置入院者数を含む
※2※3※4 県外で措置入院となり県内へ帰住予定者の数を含む



令和4年度 管内措置通報対応の状況

【措置入院者退院後支援事業について】

＊措置該当7件

＜同意あり：2件＞
→1名は事業実施
→1名は入院中

＜同意なし：3件＞
→本人の同意が得られない

＜説明できず：2名＞
→主治医の意向で説明できず

措置該当

7件,29%

措置非該当 医療保護入院

や受診調整等 4件,17%

診察不要

13件,54%

措置通報24件


	スライド 1: 措置入院者退院後支援事業　 について
	スライド 2: 本日の内容
	スライド 3: 1・措置入院者退院後支援事業とは 　
	スライド 4
	スライド 5: 1,措置入院者退院後支援事業とは
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8: 措置入院者退院後支援事業の流れ
	スライド 9: 措置入院者退院後支援事業　 計画書について①
	スライド 10: 措置入院者退院後支援事業　 計画書について②
	スライド 11: 措置入院者退院後支援事業　 計画書について③（ニーズアセスメントについて）
	スライド 12: 2,措置入院・退院後支援事業の実施状況
	スライド 13
	スライド 14: 令和4年度　管内措置通報対応の状況

